
日本学生支援機構奨学金 申請書類 作成上の注意 
 

 日本学生支援機構奨学金の申請書類の作成にあたっては、本冊子や同封の｢奨学金案内 奨学金を希望す

る皆さんへ｣等をよく読んで、第三者にわかるよう、楷書で丁寧に記入してください（筆記具は、ボールペン等を

使用してください。鉛筆、シャープペンシル、消えるペンで記入した場合は、書き直していただきます）。 

 以下に、いくつかの注意すべき点を記載しますが、注意事項以外の項目についての記入漏れや必要書類の

提出漏れがないよう、十分に注意してください。 

 なお、面接終了後に、スカラネット（インターネットによる日本学生支援機構奨学金の申込み）の入力を行って

ください。入力に必要な識別番号（ユーザIDとパスワード）は、面接終了時に案内しますので、指定した期限ま

でに入力してください。 

 また、住民票や印鑑登録証明書等については、採用決定後に提出する「返還誓約書」に添付するための書

類として、後日使用します。ただし、申請にあたっての住所確認及び連帯保証人・保証人の保証意志確認のた

めに申し込み段階で提出を求めていますので、下記のとおり該当するもの全てを提出するようにしてください。 

 

機 関 保 証 選 択 者 提 出 書 類 該 当 者 参照頁 

①日本学生支援機構奨学金申請書類チェックリスト 全員提出 － 

②スカラネット入力下書き用紙 全員提出 3～17 

③記入済みのスカラネット入力下書き用紙のコピー 

  ※「②スカラネット入力下書き用紙」を、原寸どおりＡ３サイズで 

   両面コピーしてください。面接終了後、スカラネット入力の際に 

使用します。 

全員提出 － 

④〔第一種奨学金〕 

確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

第一種奨学金申請者 

全員提出【注】 
18 

⑤〔第二種奨学金〕 

確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

第二種奨学金申請者 

全員提出【注】 
18 

⑥家計支持者の収入に関する証明書（コピー可） 

  ※父母が共にいる場合は、両方の証明書を提出してください。 
全員提出 19～20 

⑦申請者本人の市区町村で発行された住民票（コピー不可）  全員提出【注】 21 

⑧特別控除に関する証明書 該当者のみ 23 

⑨奨学金振込口座（申請者本人）の通帳のコピー 全員提出 24 

 

【注】（1）スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で、(2)を選択した人（第一種奨学金を希望し不

採用の場合は第二種奨学金の申請をする人）は、上記④、⑤を 2 種類、(4)～(7)を選択した人（第一

種奨学金、第二種奨学金の両方の申請をする人）は、上記④、⑤を 2 種類、上記⑦を 2 通、提出して

ください。 

【注】（2）スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で(1)、(8)、(11)を選択した人で、さらに入学時 

特別増額貸与奨学金も併せて希望する人は、上記⑦を2通、提出してください。 

 

【学部学生用】 
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人 的 保 証 選 択 者 提 出 書 類 該当者 参照頁 

①日本学生支援機構奨学金申請書類チェックリスト 全員提出 － 

②スカラネット入力下書き用紙 全員提出 3～17 

③記入済みのスカラネット入力下書き用紙のコピー 

  ※「③スカラネット入力下書き用紙」を、原寸どおりＡ３サイズで 

   両面コピーしてください。面接終了後、スカラネット入力の際に 

使用します。 

全員提出 － 

④〔第一種奨学金〕 

  確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

第一種奨学金申請者 

全員提出【注】 
18 

⑤〔第二種奨学金〕 

確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

第二種奨学金申請者 

全員提出【注】 
18 

⑥家計支持者の収入に関する証明書（コピー可） 

  ※父母が共にいる場合は、両方の証明書を提出してください。 
全員提出 19～20 

⑦申請者本人の市区町村で発行された住民票（コピー不可） 全員提出【注】 

21 
⑧連帯保証人の印鑑登録証明書（コピー不可） 全員提出【注】 

⑨保証人の印鑑登録証明書（コピー不可） 全員提出【注】 

⑩連帯保証人の収入に関する証明書（コピー可） 全員提出 

⑪資産等に関する証明書（コピー可） 

  ※連帯保証人に4親等以内の成年親族でない人、保証人に4親等

以内の成年親族でない人、65歳以上の人のいずれかに該当す

る人を選任する場合のみ提出してください。 

該当者のみ 22 

⑫特別控除に関する証明書 該当者のみ 23 

⑬奨学金振込口座（申請者本人）の通帳のコピー 全員提出 24 

 

【注】（1）スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で、(2)を選択した人（第一種奨学金を希望し不

採用の場合は第二種奨学金の申請をする人）は、上記④、⑤を 2 種類、(4)～(7)を選択した人（第一

種奨学金、第二種奨学金の両方の申請をする人）は、上記④、⑤を 2 種類、上記⑦、⑧、⑨を 2 通、

提出してください。 

【注】（2）スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で(1)、(8)、(11)を選択した人で、さらに入学時特

別増額貸与奨学金も併せて希望する人は、上記⑦、⑧、⑨を2通、提出してください。 

【注】（3）入学時特別増額貸与奨学金を希望される方は、上記で示した当初提出分に加えて追加で「連帯保

証人の印鑑登録証明書」 、「保証人の印鑑登録証明書」の提出が必要な場合がありますので注

意してください。詳細は、｢奨学金案内 奨学金を希望する皆さんへ｣6～7 頁および 31 頁を参照してく

ださい。家計基準における認定所得金額が 0万円（マイナスを含む）とならなかった人で第二種奨学金

と併せて入学時特別増額貸与奨学金を希望する場合は、「入学時特別増額貸与奨学金に係る貸与

総額増額願」に併せて「連帯保証人の印鑑登録証明書」 、「保証人の印鑑登録証明書」の添付が

必要になります。 
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1.スカラネット入力下書き用紙（全員提出）

【提出書類一覧】

【注意事項】

この用紙には記入せず、下書き用紙に申請者本人がボールペンで記入してください。
スカラネット入力下書き用紙は、「奨学金を希望する皆さんへ」の冊子の中に入っています。

1

① 「受付番号」欄は、記入不要です。

② 氏名、学籍番号（学生番号）、学部・学科
を記入してください。
医学部保健学科の学生は、専攻名まで
記入してください。

③「あなたの識別番号（ユーザID、
パスワード）」欄は、記入不要です。
※スカラネット（インターネットによる
日本学生支援機構奨学金の申込み）
入力に必要な識別番号（ユーザIDと
パスワード）は、面接終了時に案内
しますので、指定した期限までに
入力してください。
期限までに入力しなかった場合、
申請は無効となりますので、注意して
ください。

④ 「確認書兼同意書の提出」欄は、
「提出しました。」を選択して○を
塗りつぶしてください。
確認書兼同意書は奨学金申請時に
一緒に提出してください。

⑤「規程等を表示」ボタンを押下し、
規程等を確認してください。

 
3



2

「(1)定期採用」 を選択して
○を塗りつぶしてください。

「B－誓約欄」の年月日は、申請書類の
「提出日」を記入してください。
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4
① (b).(4)は、第一種と第二種を両方借りる事

（併用貸与）を希望し、それが不採用な場合、
奨学金を借りる事を希望しない選択肢です。
併用貸与が不採用の場合でも、
第一種、第二種いずれかの奨学金の貸与を
希望する場合は、(b).(5)～(7)を選択して
ください。

② 通常は(a)～(b)〔(1)～(7)〕の中から希望する
ものを1つ選択しますが、以下に該当する人は、
(c)〔(8)～(11)〕から1つ選択してください。

【学部1年次】
予約採用候補者に決定し、インターネットで
「進学届」を送信し、これと異なる奨学金を
希望する人
（「進学届」送信済の奨学金は、貸与されている
ものとして扱います）

【学部2年次以上】
既に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けて
いて、これと異なる奨学金を希望する人

③ (c)〔(8)～(11)〕のいずれかを選択した場合

【学部1年次】
申請書類提出時には奨学金番号の記入は不要
ですが、 5月下旬に予約採用の奨学生番号が
決定する予定ですので、5月下旬に実施します
申請書類確認の面接時に「奨学生証」を持参し、
奨学生番号を記入してください。

【学部2年次以上】
貸与中の奨学金の奨学生番号を記入して
ください。
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① (3)は、学部・学科名まで記入してください。
医学部保健学科の学生は、専攻名まで
記入してください。

② (4)は、「いいえ」を選択して○を塗り
つぶしてください。
（名古屋大学に専攻科はありません）

③ (5)の学年は、正確に記入してください。
休学等により不明であれば、所属学部の
奨学金事務担当係に確認してください。

【学部2年次以上】
昨年度（平成29年度）から本年度（平成30
年度）にかけて、留年（学業成績不振による）
となった人は、日本学生支援機構奨学金の
申請資格がありません。
次年度（平成31年度）以降、進級したら
改めて申請してください。

④ (6)は、「昼」を選択して○を塗りつぶして
ください。

⑤ (9)は、医学部医学科の学生は、6年0ヶ月、
医学部医学科以外の学生は、4年0ヶ月と
記入してください。

⑥ 2は、あなたの現住所を基準に選択して
ください。

5
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6

① 1.(1)は、表の赤枠内における選択肢から
1つだけ選択してください。

【例 ： 平成29年度以前進学者の場合】
＊家族と同居している場合

3万円、 自宅月額（45,000円）
＊同居していない場合

3万円、 自宅月額（45,000円）、
自宅外月額（51,000円）

【注】
平成29年度以前入学者と平成30年度
入学者で選択できる月額が異なります。

②1.(2)は、「所得連動返還方式」か「定額
返還方式」のいずれかを選択し、○を
塗りつぶしてください。

③1.(3)は、第一種奨学金の再貸与を希望
する場合は、「はい」を選択し、貸与を
受けた第一種奨学金の奨学生番号を
記入してください。
ただし、別途申請書の提出が必要です。
提出書類の詳細については、24頁を
参照してください。

④ 1.(4)は、「地方創生枠推薦者」として
推薦された人は「はい」を選択して
ください。
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① 併用貸与を希望し、第二種奨学金で最高
月額を選択した場合、「K－家庭事情情報」
欄に、最高月額を必要とする理由を
記入してください。

② 2.(4)は、2018年4月、5月、6月のうち希望
する月を記入してください。
第二種奨学金に関係する人（❹のC－奨学
金申込情報で(2)～(7)、(9)、(10)を
選択した人）は全員記入が必要です。
また、3.で「入学時特別増額貸与奨学金」を
希望する人は、必ず2018年4月と
記入してください。

③ 4.(1)は、第二種奨学金に関係する人
（❹のC－奨学金申込情報で
(2)～(7)、(9)、(10)を選択した人）及び
入学時特別増額貸与奨学金を希望する人
は、必ず選択してください。

7

入学時特別増額貸与奨学金について （ 平成30年度入学者対象 ）

① 有利子貸与であり、貸与利率は第二種奨学金より高く設定されています。詳細は、 「奨学金案内 奨学金を
希望する皆さんへ（以下「奨学金案内」）」の9頁「5(2).増額貸与利率の算定方法」を参照してください。

② 「奨学金案内」の4－10頁をよく読んでから申し込むようにしてください。貸与を受けるにあたっての手続きは、
非常に複雑です。場合によっては、当初の提出分に加えて追加で「連帯保証人・保証人の印鑑登録証明
書」の提出が必要なこともあります（「奨学金案内」6頁2(3)および31頁3参照）ので、十分注意してください。

③ 申請を希望し、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込んでいない方は、5月下旬に実施する申請
書類確認の面接時に日本政策金融公庫の貸付審査の結果をお聞きしますので、5月上旬までに日本政策
金融公庫に申し込みをしてください。
奨学金の家計審査の結果、「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を利用できなかったことについて

（申告）」等の提出が必要となった方へは、5月下旬に大学から連絡しますが、この場合、至急、上記の
「申告」等を大学へ提出していただく必要があり、時間的な余裕がほとんどないためです。
「奨学金案内」の31頁3に記載のある「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を利用

できなかったことについて（申告） 」及び「入学時特別増額貸与奨学金に係る貸与総額増額願」の様式は、
申請書類確認の面接時に申し出て受領してください。後日、大学から連絡を受けた際には、 「奨学金案内」
の31頁3に記載のとおり、必要書類も添付して提出してください。

④ 「国の教育ローン」については、日本政策金融公庫へ照会してください。

教育ローンコールセンター 0570－008656
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① 1.は、現時点での最終学歴の年月及び
以下のいずれかを選択して記入して
ください。

中学校 ／高等学校／高等専門学校
短期大学／大学／大学院
専修学校（高等課程）
専修学校（専門課程）

② 3.は、今回の申請以前に、日本学生支援
機構又は日本育英会の貸与を受けたことが
ある人は、「はい」を選択し、奨学生番号を
記入してください。
複数ある場合は、全ての奨学生番号を
記入してください。

8

9

「G－保証制度」は、「(1)連帯保証人・保証人を
選任します。」又は「(2)機関保証に加入します。」
のいずれかを選択して○を塗りつぶしてください。

「所得連動返還方式」を選択した場合、
「(2)機関保証に加入します」を選択する
必要があります。
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10

① (4)は、申請者本人の「市区町村で発行された
住民票」に記載されている住所を記入して
ください。
下宿していて実家の住所から住民票を移して
いない場合も住民票に記載されている住所を
記入してください。

② (5)の電話番号、携帯電話の電話番号、(6)の
メールアドレスは、申請者本人に確実に
連絡のとれる番号等を記入してください。
重要な事項を連絡する際に使用します。
携帯電話の電源を切る場合には、留守番
電話機能を設定するなどして、大学からの
連絡を受けられるようにしてください。

❾で「(1)連帯保証人・保証人を選任します。」を選択した人は以下の⓫及び⓬を記入し、
「(2)機関保証に加入します。」を選択した人は以下の⓭を記入してください。

なお、連帯保証人・保証人のうち、いずれか一人でも選任ができない場合は、❾ で必ず「(2)機関
保証に加入します。」を選択してください。
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【人的保証選択者のみ記入】11

連帯保証人は、原則として父母のいずれかを
選任してください。父母を選任できない
特別な事情がある場合は、未成年者を除く
兄弟姉妹・おじおば等を選任してください。
ただし、あなたの配偶者や現在学生である者は、

連帯保証人に選任することはできません。
なお、申請時に連帯保証人に関する以下の

証明書の提出が必要になります。

＊印鑑登録証明書
＊収入に関する証明書

【注】
「4親等以内の成年親族」に該当しない人を
選任する場合は、返還総額の返還を確実に
保証できる人を選任する必要があります。
この場合、申請時に連帯保証証人に関する

以下の証明書の提出が必要になります。

＊資産等に関する証明書（コピー可）

提出書類の詳細については、本紙22頁を
参照してください。

また、採用後の返還誓約書提出時に、
「返還保証書」（別途様式）を提出して
いただきます。
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12 ① 保証人は、原則として父母を除く4親等
以内の親族のうちあなたや連帯保証人と
別生計の人を選任してください。
また、申請時に65歳未満となる人を

選任してください。
ただし、あなたの配偶者及び未成年や

現在、学生である者は、保証人に
選任することはできません。
なお、申請時に保証人に関する以下の

証明書の提出が必要になります。

＊印鑑登録証明書

【注1】
申請者が貸与終了時に満45歳を超える
場合は、連帯保証人や保証人は貸与
終了時に満60歳未満である必要があります。

【注2】
「父母を除く4親等以内の成年親族」に
該当しない人を選任する場合、及び
65歳以上の人を選任する場合は、
返還総額の返還を確実に保証できる人を
選任する必要があります。
この場合、申請時に保証人に関する以下の

証明書の提出が必要になります。

＊資産等に関する証明書（コピー可）

提出書類の詳細については、本紙22頁を
参照してください。

また、採用後の返還誓約書提出時に、
「返還保証書」（別途様式）を提出して
いただきます。

【注3】
離婚した父母を保証人にする場合は、
連帯保証人と別生計である場合に限り、
保証人として選任できますが、この場合も
【注2】と同じ書類の提出が必要です。
なお、申請者本人または連帯保証人と

同一住所の場合は、保証人としては
認められません。

② (g)は、連帯保証人と保証人が別生計で
あることを確認の上、「はい」を選択して
○を塗りつぶしてください。
別生計の者を保証人として選任できない
場合は、❾で必ず「(2)機関保証に
加入します。」を選択してください。

【人的保証選択者のみ記入】
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【申請者が未成年の場合のみ記入】14

【機関保証選択者のみ記入】13

「4.親権者（未成年後見人）について」の欄は、
あなたが未成年の場合のみ、記入してください。
未成年者の親権者は、通常父母になります。
また、父母が共にいる場合は、

「(3)親権者（未成年後見人）は1名のみですか。」
の選択肢のうち「いいえ」を選択の上、
必ず親権者を2名記入してください。
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① 1.「あなたの家族の人数」欄は、次頁 ⓰の
下部に記載の「家族の人数について」と
合致しているかも確認してください。

② 2.（1）「主として家計を支えている人」欄及び
（2）「その他に家計を支えている人」欄に
ついては、以下のとおり記入してください。
また、記入した各々について、収入に関する
証明書を提出してください。

【注1】
父母が共にいる場合は、必ず「主として家計を
支えている人」と「その他に家計を支えている
人」欄に記入してください。
収入がない場合は、昨年1年間の所得金額欄
に0と記入してください。

【注2】
一人親の場合は、1名分を（1）「主として家計を
支えている人」欄に記入してください。
（両親が離婚している場合を含む）

【注3】
父母が両方ともいない場合は、父母に代わって
家計を支えている人（2人いれば2人それぞれ）
について記入してください。

必要な提出書類の詳細については、
本紙19頁～20頁も参照してください。
また、昨年1年間の所得金額の記入方法は、
「奨学金案内」39頁～41頁を参照してください。

15
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祖父 名古屋 山三郎 ７２ 年金生活者

姉 名古屋 良子 ２６ 会社員

弟 名古屋 次郎 １９ 予備校生

兄 名古屋 太郎 国公立 大学院 自宅外

妹 名古屋 華子 就学前 幼稚園その他 自宅

【記入例】

① ⓰について、記入欄が不足する場合は、余白に丁寧に記入してください。

② （3）「就学者および就学前の弟妹を除く家族（前記(1)、(2)の家族を除く）」欄に記入する家族は、
⓯の2.（1）、（2）で記入した主たる家計支持者及びその他の家計支持者と同一生計の者のみを
記入してください（年齢の右の空欄に【記入例】のとおり、職業等を記入してください）。

③ 3.「あなたの他に就学者及び就学前の弟妹がいる場合は…」欄は、下記に留意の上、記入してください。

【注1】
「学校設置者」欄は、以下のいずれかを選択して記入してください。

国公立 ／ 私立 ／ 就学前 ※「就学前」とは、小学校に入学する前をさします。

【注2】
「在学している学校」欄は、以下のいずれかを選択して記入してください。

小学校 ／ 中学校 ／ 高等学校／ 高専（1～3年次）／ 高専（4～５年次～、専攻科）／
専修学校（高等課程）／ 専修学校（専門課程）／ 短期大学 ／ 大学 ／ 大学院 ／ 幼稚園その他

※1 中等教育学校：前期課程は「中学校」、後期課程は「高等学校」と記入してください。
※2 特別支援学校：小学部は「小学校」、中学部は「中学校」、高等部は「高等学校」と記入してください。
※3 専修学校（一般課程）、各種学校（予備校等）、訓練・養成等施設である大学校・専門校は取扱い上、

「就学」とはなりませんので、該当する人がいる場合は、 （3）「就学者および就学前の弟妹を除く家族
（前記(1)、(2)の家族を除く）」欄に記入してください。

※4 在学している学校が、上記のどの区分に該当するか不明な場合は、在学校の正式名称及び
所属課程等を記入してください。

【注3】
「通学別」欄は、以下のいずれかを選択して記入してください。

自宅 ／ 自宅外 ※「就学前」の場合は、「自宅」としてください。

家族の人数について

⓯ の1.「あなたの家族の人数」欄に記入する人数は以下のとおりになります。
（1）家族全員（あなたを含む）の人数

＝「申請者本人」＋「主たる家計支持者」＋「その他の家計支持者」
＋「就学者および就学前の弟妹を除く家族」＋「あなた以外の就学者及び就学前の弟妹」

（2）家族のうち就学者（あなたを含む）と就学前の弟妹の人数
＝「申請者本人」＋「あなた以外の就学者及び就学前の弟妹」

16
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下書き用紙に記入してください。

54

【記入例】 平成29年台風第21号 など

17

① 1.「あなたの支払っている年間の授業料」の
欄は、54万円と記入してください。

② 2～6に該当する（特別控除）場合は、
そのことを証明する書類が必要です。
必要書類の提出が無い場合は、
特別控除ができません。
提出書類の詳細については、23頁を
参照してください。

③ 7には、【記入例】を参考に被災内容を
空欄に記入してください。
過去１年以内の被災に限ります。

④ 「Ｋ－家庭事情情報」欄は、マス目を横書き
で使用し、家庭事情を申請者本人が
具体的に記入してください。
200文字以内、8割程度記入してください。
未記入の場合は、奨学金の申請は
できません。
なお、併用貸与を希望し、第二種奨学金で
最高月額を選択した場合、最高月額を
必要とする理由も記入してください。
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※通帳のコピーは、下書き用紙に

貼り付けないでください。

① 1.は、金融機関を選択してください。

② 1.で選択した金融機関の口座情報を記入
してください。
銀行等を選択した場合は、【記入例】のように
記入してください。
口座番号は、枠内に楷書で丁寧に記入して
ください（通帳を確認しながら記入して
ください）。
なお、申請者本人名義以外の口座は使用

できません。
また、信託銀行、農協、外資系銀行、

新生銀行、あおぞら銀行、新銀行東京、
ネットバンク、コンビニ銀行等の取扱いは
ありません。

【記入例】

三井住友銀行

本山支店

モ

ミ

18

「緊急・応急採用情報」は、
記入不要です。

記入不要
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2．〔第一種奨学金〕 確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 
（第一種奨学金申請者全員）

3．〔第二種奨学金〕 確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 
（第二種奨学金申請者全員） 

① 「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書（以下、「確認書兼同意書」）」は、第一種奨学金用、

第二種奨学金用ともに、「奨学金案内 奨学金を希望する皆さんへ」の中に入っています。

② 「確認書兼同意書」表紙の「記入上の注意」と表紙裏面の「記入例」をよく読んでください。

③ 「確認書兼同意書」の用紙は、「第一種」用と「第二種」用の 2 種類が綴ってあります。

用紙は複写式になっていますので、必ずそれぞれ切り離してから記入してください。

希望する奨学金の種類に応じて記入してください。

④ 「第一種」、「第二種」の両方の奨学金に関係する申請をする人（スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学

金申込情報」で(2)、(4)～(7)を選択した人）は、第一種及び第二種の「確認書兼同意書」を提出してくださ

い。

⑤ 「親権者又は未成年後見人」 （申請者本人が未成年（20歳未満）の場合に必要）の欄は、必ず各自が自署

し、印鑑も別々のものを朱肉で鮮明に押印してください。

   本人記入欄を含めて筆跡や印鑑が同一であったり、押印にシャチハタ印を用いていた場合、書類不備と

なり奨学金の申請ができませんので注意してください。

   なお、「同上」という省略記入は認められませんので、記入欄は全て省略せずに記入してください。

⑥ 間違えて記入した場合は、その誤った部分を二本線で消して、その上に“各々が「確認書兼同意書」で使用

した印鑑”を押印し、余白に正しい事項を記入してください。
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4．家計支持者の収入に関する証明書（全員提出） 
① 提出する証明書類は、家庭状況によって異なります。家計支持者（父母が共にいる場合は両方、父母がい

ない場合は代わって家計を支えている人）について、次頁の表を参考にした上で、証明書等を提出してくだ

さい。 なお、所得証明書については、申請時点で役所等が発行できる証明書で構いません。 

  収入がない場合にも証明書等が必要となりますので、必ず提出してください。 

 
② 家計支持者が、2 つ以上の会社等で給与所得を得ている場合や会社等につとめながら年金を受給中の場

合、「給与所得(年金も含む)」と「給与所得以外の所得」の両方の収入がある場合等、複数の収入源がある

場合は、次頁の表Ａ～Ｈの該当する全ての証明書を提出してください。 

 
③ 以下の場合については、「収入に関する事情書」（※1）に記入の上、提出してください。 

 （a） 現在失業中で、失業給付金を受給予定である（申請時点では受給していない）ため、「雇用保険受給資

格者証」がまだ発行されていない。 
    【注】退職・廃業を証明する書類がある場合には、そのコピーを添付してください。 
 

 （b） 現在失業中ではあるが、雇用保険対象外であるため、「雇用保険受給資格者証」が発行されない。 
    【注】退職・廃業を証明する書類がある場合には、そのコピーを添付してください。 

 
 （c） 父母ともに無収入で、祖父母等からの援助金や養育費を受けている。 

    【注】父母の収入がないことの証明書（所得金額 0 円と記載のある「非課税証明書」等、コピーでも可）を

添付してください。 

 
 （d） 父母ともに無収入で、預貯金を切り崩して生活している。 

    【注】父母の収入がないことの証明書（所得金額 0 円と記載のある「非課税証明書」等、コピーでも可）を

添付してください。 

 
④ 受付や面接時に新たに証明書等の提出が必要になる場合があります。その際には、速やかに準備してくだ

さい。 

 
 
（※1）「収入に関する事情書」の様式は、名古屋大学のウェブサイト（日本学生支援機構（JASSO）奨学金ペ

ージ）からダウンロードするか、学生支援課の窓口で請求してください。 
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【収入に関する証明書等について】

収入・所得の種類 提出する証明書（コピー可） 発行所

給
与
所
得
（
会
社
員
等

）

A 
平成 29 年 1 月から現在まで 
同じ会社等に勤めている人

（パート等も含む）

平成 29 年の源泉徴収票 勤務先

B 
平成 29 年の中途、 
又は平成 30 年から新たに 
就職（転職）した人

①「年収見込証明書」（※1）又は

②直近 3 ヶ月分の給与明細

（勤務期間が 3 ヶ月に満たない場合は、勤務期間分）

勤務先

C 傷病手当金を受給中の人 傷病手当金通知書
全国健康

保険協会等

D 現在失業中で失業給付金を

受給中の人
雇用保険受給資格者証（全頁分） ハローワーク

E 年金（恩給・老齢年金・

遺族年金等）を受給中の人

①年金振込通知書又は

②年金額改定通知書

日本年金

機構等

F 生活保護法による扶助費を

受給中の人

生活保護決定（変更）通知書

（1 ヶ月の受給金額が記載されているもの） 福祉事務所

給
与
所
得
以
外
（
自
営
業
等

）

G 
平成 29 年 1 月から現在まで 
同じ商業、工業、個人経営、

農業等を営んでいた人

平成 29 年分の確定申告書第一表・第二表（控） 
 （税務署の受付印若しくは税理士の署名・押印のある

  もの。税務署の受付印若しくは税理士の署名・押印が

ない場合は、市区町村役場発行の所得証明書（※2） 
又は税務署発行の納税証明書（その 2）も併せて 
添付してください）。

※電子申告を行った場合は、申告内容確認票の写し

  に受付結果又は即時通知を添付してください。

税務署

H 
平成 29 年の中途、又は平成 30 年

から新たに商業、工業、個人経営、

農業等を営んでいる人

「事業所得に関する申立書」（※3）及び所得証明書 経営者等

I 父又は母に収入がない場合
収入がないことの証明書（所得金額「0 円」と 
記載のある「（非）課税証明書」等）

市区町村

役場等

（※1）「年収見込証明書」の様式は、名古屋大学のウェブサイト（日本学生支援機構（JASSO）奨学金ページ）

からダウンロードするか、学生支援課の窓口で請求してください。

    勤務先で様式がある場合は、勤務先の様式で提出してください。

（※2）所得証明書の名称は、市区町村による異なります。（例：「市民税・県民税課税証明書」等） 

ただし、「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」は証明書として認められません。

（※3）「事業所得に関する申立書」の様式は、名古屋大学のウェブサイト（日本学生支援機構（JASSO）奨学

金ページ）からダウンロードするか、学生支援課の窓口で請求してください。
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5．申請者本人の市区町村で発行された住民票（全員提出） 【コピー不可】 
① 住民票は、申請者本人のみ（一名分）、又は世帯全員の住民票どちらでも結構です。

世帯全員の住民票の場合は、世帯全員分提出してください（2 枚以上の住民票の場合、ホッチキスを取り

外してしまうと無効となりますので、そのまま提出してください）。

② 永住者、定住者などの在日外国人の方は、在留資格の表示のある住民票を提出してください。

③ スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で(4)～(7)を選択した人（「第一種」、「第二種」の両

方の申請をする人）は、第一種用、第二種用それぞれ 1 通ずつ合計 2 通提出してください。

④ スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で(1)、(8)、(11)を選択した人で、さらに入学時特別

増額貸与奨学金も併せて希望する人は、2通提出してください。

※個人番号（マイナンバー）が記載されていないものを取得したうえで提出してください。 

6．連帯保証人の印鑑登録証明書（人的保証選択者）【コピー不可】 
7．保証人の印鑑登録証明書（人的保証選択者）【コピー不可】

① 機関保証選択者は、提出不要です。

② スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で(4)～(7)を選択した人（「第一種」、「第二種」の両

方の申請をする人）は、連帯保証人、保証人ともに各 2 通 （第一種用、第二種用）提出してください。

③ スカラネット入力下書き用紙の「C－奨学金申込情報」で(1)、(8)、(11)を選択した人で、さらに入学時特別

増額貸与奨学金も併せて希望する人は、連帯保証人、保証人ともに各2通（第一種用、第二種用）提出し

てください。

※個人番号（マイナンバー）が記載されていないものを取得したうえで提出してください。 

8．連帯保証人の収入に関する証明書（人的保証選択者） 
① 機関保証選択者は、提出不要です。

② 連帯保証人と家計支持者が別の人の場合は、提出が必要です。提出が必要な証明書類は、家庭状況に

よって異なります。提出書類は、19 頁「4．家計支持者の収入に関する証明書（全員提出）」と同様ですの

で、そちらを参照の上、提出してください。

③ 連帯保証人と家計支持者が同一人物の場合は、「4．家計支持者の収入に関する証明書」の提出が必須

ですので、こちらの証明書の提出は不要です。
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9．資産等に関する証明書（該当者のみ） 
① 連帯保証人、保証人に以下のいずれかに該当する人を選任する場合は、基準・条件を満たす「返還を確実

に保証できる人」を選任する必要があります。

連帯保証人………4 親等以内の成人親族でない人 

保 証 人………4 親等以内の成人親族でない人または 65 歳以上の人 

※保証人は、連帯保証人と別生計である必要があります。

② 基準・条件及び提出書類は以下のとおりです。

区分 認定基準額 提出書類（コピー可）

基準1 

給与所得 年間収入額が 320 万円以上 
直近分の源泉徴収票や確定申

告書の控、年金振込通知書等

（前年分の所得証明書も可）

給与所得以外 年間所得金額が 220 万円以上 

給与所得＋給与所得以外 年間所得金額が 220 万円以上 

基準2 預貯金額 合計額が貸与予定総額以上 預貯金残高証明書

基準3 不動産（評価額） 合計額が貸与予定総額以上 固定資産評価証明書

【注】年金収入は「給与所得」として扱います。

※各基準を組み合わせる場合は次のようになります。（16 年は全返還者の平均返還予定数） 

基準 1  ＋  基準 2  （ 預金残高／16 年） ＋ 年間収入 ≧ 320 万円 （所得の場合は 220 万円） 

基準 1  ＋  基準 3 （ 評価額／16 年 ） ＋ 年間収入 ≧ 320 万円 （所得の場合は 220 万円） 

基準 2  ＋  基準 3 預金残高 ＋ 評価額 ≧ 貸与予定総額 

基準 1 ＋ 基準 2 ＋ 基準 3 （ 預金残高 ＋ 評価額 ）／16 年 ＋ 年間収入 ≧ 320 万円 

  （所得の場合は 220 万円） 

③ 採用後の返還誓約書提出時に、「返還保証書」の提出が必要です。

※資産等に関する証明書については、「奨学金案内」23 頁にも記載されています。 
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10．特別控除に関する証明書（該当者のみ） 
  家庭状況が以下に該当し、そのことを証明する書類を提出した場合、特別控除ができます。証明書が提出

できない場合や不備のある場合は、控除できません。下記により、必要な書類を確認して、提出してください。

控除の種類 提 出 す る 証 明 書（添付書類のみコピー可）

母子・父子世帯

「母子・父子世帯申立書」（※1） 及び 添付書類 
→添付書類については、「母子・父子世帯申立書」で確認してください。

【注】上記の書類を提出しても、家族構成や経済状況によっては、控除出来ない場合があ

ります。母子・父子世帯でも祖父母と同居している場合は、祖父母の平成 29 年の源泉 
 徴収票（又は新しい年金振込通知書、年金額改定通知書）も併せて提出してください。

障害のある人 身体障害者手帳等、障害があることを証明できる書類

主たる家計支持者が

単身赴任等により

別居中

「家計支持者別居に伴う申立書」（※2） 及び 領収書等の添付書類 
  →添付書類は以下のものを提出してください。

別居のために特別に支出している金額を証明できる書類（実費分）

（別居宅において直近 6 ヶ月間に支払った住居、光熱、水道、家具、家事用品の領収書

等、単身赴任が 6 ヶ月に満たない場合は、単身赴任期間分） 
  ※提出された書類に基づき認定・算出しますので、領収書等の提出がない場合は控除

  できません。

引越代、食費、帰省交通費、通信費等の代金は、該当しません。

また、控除額は、71 万円が上限です。 

長期(6 ヶ月以上) 
の療養を要する人

「長期療養に関する申立書」（※3） 及び 領収書等の添付書類 
療養している人の

①経常的に支出している金額を証明できる書類

（治療費、医薬品費、入院費、通院費用などの領収書等、申請時直近 6 ヶ月分) 
※提出された書類に基づき認定・算出しますので、領収書等の提出がない場合は

   控除できません。

②療養期間が、申請時点で 6 ヶ月に満たない場合は、①の書類と医師の診断書等（療養

期間が、この先の期間も含めると 6 ヶ月以上になると見込まれることを証明するもの）

※医師の診断書等が提出されても療養機関が 6 ヶ月以上になることが証明されない

   場合は、控除できません。

【注】確定申告で医療費控除として申請した医療費は、長期療養者以外の医療費、又は

長期療養にあたらない一過性の医療費を含む場合があるためそのまま控除できませ

ん。必ず上記の書類を提出してください。

火災、風水害、盗難等

の被害をうけた世帯

被害を受けたことを証明できる書類（罹災（被災）証明書、盗難届の証明書など）

【注】上記の書類の他に控除額を算出するための書類を別途提出していただく必要があり

ますので、該当する場合は事前に大学に照会してください。

（※1）「母子・父子世帯申立書」、（※2）「家計支持者別居に伴う申立書」、（※3）「長期療養に関する申立書」

の様式について、名古屋大学のウェブサイト（日本学生支援機構（JASSO）奨学金ページ）からダウンロード

するか、学生支援課の窓口で請求してください。
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11．奨学金振込口座（申請者本人名義）の通帳のコピー 
スカラネット入力下書き用紙の「□－奨学金振込口座情報」に記載した奨学金振込口座（申請者本人名義）

の通帳（見開き 1 ページ目）のコピーを提出してください。 

※「スカラネット入力下書き用紙」には貼り付けないでください。 

 

 

 

12．再貸与の申請について 
若者等の学び直しを支援するため、所定の要件を満たす場合に限り、第一種奨学金は全ての学校区分を

通じて 1 回限り、在学する学校の修業年限に達するまで再貸与を受けることができます。ただし、「第一種

奨学金再貸与に係る申請書」の提出が必要です。様式は、名古屋大学のウェブサイト（日本学生支援機構

（JASSO）奨学金ページ）からダウンロードするか、学生支援課の窓口で請求してください。 

なお、第二種奨学金は各々の学校区分において 1 回限り、在学する学校の修業年限に達するまで再貸与

を受けることができます。申請書の提出は必要ありません。 

 

 

13．地方創生枠推薦者について 
地方創生枠推薦者とは、地方公共団体と地元産業界が協力し、将来の地域産業の担い手となる学生等を

応援する取組みとして、基金を設置した地方公共団体から推薦された人です。各都道府県において 100 名

を上限として推薦されています。 

地方創生枠推薦者は、「地方創生枠推薦者決定通知【進学先提出用】」を提出してください。 

 

 
24



 

連絡事項 【申請者全員】 
 ① 奨学金申請に係る提出書類は、家庭状況等により本冊子に記載した以外の提出書類が必要になる可能

性があります。審査の過程で追加書類が必要になった場合は、その都度、スカラネット入力下書き用紙等

に記載した電話番号等に連絡をしますのでご承知おきください。 

 ② 第一種奨学金、第二種奨学金とも採用決定後、貸与月額を変更可能です（一部条件により変更不可の場

合もあります）。ただし、人的保証選択者は、貸与月額を増額する場合は、月額変更届提出時に、その都

度、連帯保証人及び保証人の署名・押印とそれぞれの印鑑証明書の提出が必要になります。（貸与月額

を減額する場合や機関保証の場合は不要）貸与月額の増額手続は煩雑になっていますので、注意してく

ださい。 

 ③ 貸与型奨学金は卒業後、返還する必要があることを考慮し、貸与月額は必要最小限額を選択することを

検討してください。 

 ④ 機関保証選択者は、毎月の振込時に保証料を差し引いた金額が振り込まれます。 

 

 

連絡事項 【学部 1 年次】 
 ① 高等学校等の成績証明書や健康診断書を提出する必要はありません。 

 ② 高等学校等の在学中に予約採用候補者となり、4 月 10 日（火）に大学へ「奨学生採用候補者決定通知」

を提出後、「進学届」をインターネットで送信した人は、在学定期採用時に同一種類の奨学金への申請は

できません（「進学届」の提出により、その種類の奨学金の採用が内定しているため）。 

【例】予約採用「第一種」に採用 → 在学定期採用「第一種」 

   予約採用「第二種」に採用 → 在学定期採用「第二種」 のような申請は不可 

    

また、他種類への変更及び追加で申請を希望する場合等には、在学定期採用時に新たに申請する必要が

あります。 

【例】予約採用「第二種」に採用 → 在学定期採用「第一種」へ変更したい場合 

予約採用「第一種」に採用 → 在学定期採用で「第二種」も申請したい場合 

予約採用「給付奨学金」に採用 → 在学定期採用で「第一種」に申請したい場合  など 

 

 

連絡事項 【学部 2 年次以上】 
  成績証明書や健康診断書を提出する必要はありません。 
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